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一般国道１０号改築工事（高江拡幅）第３事件に係る物件移転補償額等の再算定委託業務

分任支出負担行為担当官　九州地方整備局
大分河川国道事務所長
谷川　征嗣
大分市西大道１丁目１番７１号

令和　８年　２月１６日

大分県

¥２，６８６，２００－

¥０－

別紙のとおり



1 土地収用事件に係る鑑定費用の負担

2 大分県

3

（随意契約理由書作成者）
大分河川国道事務所　用地課長

随意契約理由書

件 名

契約の相手

契 約 理 由

　本件は、令和６年５月２９日付け国九整用企第１４号で裁決申請及び明渡裁決
申立てを行った一般国道１０号改築工事（高江拡幅）並びにこれに伴う市道及び
公共下水道付替工事に係る土地収用裁決申請事件【第３事件】について、大分県
収用委員会が土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６５条第１項第２号の
規定により鑑定を行い、これに要した費用を同法第１２６条の規定により起業者
である国土交通大臣（代理人九州地方整備局長）が負担するものである。
　よって、会計法第２９条の３第４項、並びに予算決算及び会計令第１０２条の
４第３号の規定に基づき、随意契約を締結するものである。


